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金沢市では、建築物の駐車施設に関する条例の定めるところにより、大規模な建築物に、駐車施設の附置を義務付けています。
平成30年４月に駐車場台数の総量を増やさないことを目指す「金沢市駐車場整備に関する基本計画及び駐車場整備地区における駐車場整備計画（第３次）」を策定しました。この計画に掲げている、今後の駐車場施策の方向性と「金沢市建築物の駐車施設に関する条例（以下、附置義務条例とする）」を整合させるため、附置義務条例の改正等の見直しを行いました。　

1. 附置義務原単位
附置義務原単位は附置義務台数算定の基となるものです。
附置すべき駐車台数を緩和し、必要以上の駐車場整備を抑制するため、国の動向や他都市の事例等を参考に見直しを行いました。
	
	特定用途
	非特定用途

	
	店舗等
	事務所
	その他
	

	現　行
	150㎡／台
	150㎡／台
	150㎡／台
	450㎡／台

	見直し後
	現行通り
	200㎡／台
	200㎡／台
	現行通り


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホテル等

2. 隔地制度
一定の条件を満たせば、自己敷地以外でも附置台数を確保できる制度です。
既存駐車場を効率的に活用し、必要以上の駐車場整備を抑制するため、隔地設置の承認条件を国の標準条例に合わせて見直しを行いました。
	
	対象地区
	承認条件
	隔地距離

	現　行
	駐車場整備地区、
商業地域、近隣商業地域
	当該建築物の構造又は敷地の状態により市長がやむを得ないと認める場合
	当該建築物の敷地から概ね200ｍ以内

	見直し後
	現行通り
	交通の安全及び円滑化又は土地の有効利用に資すると市長が認めた場合
	現行通り




